
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律」による資格 

 

１ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号） 

（役員の資格等） 

第六十五条 次に掲げる者は、役員となることができない。 

一 法人 

二 削除 

三 この法律若しくは会社法（平成十七年法律第八十六号）の規定に違反し、又は民

事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第二百五十五条、第二百五十六条、第

二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理

手続の承認援助に関する法律（平成十二年法律第百二十九号）第六十五条、第六十

六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法（平成十四年法律第百五十

四号）第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで

若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百

六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二

百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から二年を経過しない者 

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せら

れ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行

猶予中の者を除く。） 

２ 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができな

い。 

 

第六十五条の二 成年被後見人が役員に就任するには、その成年後見人が、成年被

後見人の同意（後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の

同意）を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。 

２ 被保佐人が役員に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。 



 

２ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

（欠格事由） 

第六条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一

般財団法人は、公益認定を受けることができない。 

一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された

場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法

人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの 

※第二十九条第一項又は第二項は後記 

ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四

十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。）若しくは暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第三十二条の三第

七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。）に違反したことにより、若しくは

刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百

八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為

等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）第一条、第二条若しくは第三条の

罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行

為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、

若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したこ

とにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から五年を経過しない者 

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが

なくなった日から五年を経過しない者 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴

力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から

五年を経過しない者（第六号において「暴力団員等」という。） 

 

（公益認定の取消し） 



第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定

を取り消さなければならない。 

一 第六条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二

十五条第一項の認可を受けたとき。 

三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 

四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消す

ことができる。 

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 

二 前節の規定を遵守していないとき。 

三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。 


